
令和 4 年 11 月 11 日 

長野県内水面漁場管理員会事務局 

① 漁業の種類 ② 漁業の名称（対象魚種） ③ 漁場の地域及び区域 

④ 関係地区又は地元地区 ⑤ 漁業権の条件 等 

 

（添付書類） ① 免許適格性を有する書類（登記簿、漁場利用計画書等）  

②総(代)会議事録  ③ 行使規則、遊漁規則 ④ 水面占有者同意書 等 

漁業権免許の切替について 

 

漁業権免許の存続期間は、共同漁業権が１０年、区画漁業権が５年と定められている。現行の

免許は、令和 5年12月31日をもって満了するため、免許の切替を行う。 

 

 １ 現在の免許の状況 

種 類 免許期間 県内の免許 

共同漁業権 
        １０年間 

（平成26年1月1日～令和5年12月31日） 
３０漁協に免許 

区画漁業権 
        ５年間 

（平成31年1月1日～令和5年12月31日） 

２漁協等に免許 

（諏訪湖、白樺湖） 

  

２ 漁業権免許のスケジュール 

  漁場計画（免許内容等）案の策定作業               ～令和5年７月 

  

 

 

・漁協間の境界等の確認・協議 

       ・免許内容等（対象魚種等）の見直し、県との協議        

      ・行使、遊漁規則の見直し（漁業法改正により、行使料の金額を明記）、県との協議  等 

  免許の内容等の事前決定案を委員会へ諮問  県→委員会      令和5年７月 

・共同漁業権協議会の開催（代表者決定、協定書調印）令和5年７月 

・水面占有者等の同意取得                          令和5年７月 

  利害関係人からの意見を聞く公聴会  委員会主催              令和5年８月～９月 

       ・公聴会への出席（公述）              令和5年８月～９月 

      ・免許申請に係る事前審査             令和5年８月～９月 

  免許の内容等の事前決定案に対する答申  委員会→県          令和5年９月 

 

  免許の内容等の事前決定公示  県                     令和 5年９月末まで 

     ・臨時総(代)会の開催 （漁業権の取得、行使、遊漁規則制定） 

                                                              令和5年10月 

  漁業権免許の申請  漁協→県(地事)                      令和5年 10月 

      

 

 

  漁業権免許申請について委員会へ諮問・答申  県→委員会→県   令和 5年 11月 

 

  漁業権免許・公示  県                          令和5年 12月末まで 

 

※ 特に断りのないものは県が主体で行います。また、時期内容等が変更になる場合があります。 

資料２－１ 


